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令和３年度令和３年度
第２回 医師国保通常組合会第２回 医師国保通常組合会

　令和 4 年 2 月 3 日開催の理事会にて、｢ まん
延防止等重点措置が令和 4 年 2 月 20 日まで延長
され、措置の対象が県内全域に拡大されたことか
ら、2 月 17 日開催の第 2 回通常組合会を書面開
催とする ｣ ことを決定した。
　初の書面開催にあたり、組合会議員に資料（議
案書、参考資料、説明資料、賛否意見書等）を事
前に送付し、後日、賛否意見書の提出をもって、
組合会に代えることとした。

議案審議
承認事項
承認第 1 号　「理事の専決処分」事項について

　産科医療補償制度の掛金の改定にともない、出
産育児一時金が見直された。

　令和 3 年 8 月 19 日に厚労省から国保組合規約例
の一部改正が示されたため、本組合の規約も改正。
　規約の改正は組合会の議決事項であるが、施行
日が令和 4 年 1 月 1 日のため、国民健康保険法
第 25 条（理事の専決処分）の第 2 項に該当する
として、第 15 回理事会（令和 3 年 12 月 16 日開催）
において「理事の専決処分」とし、規約第 14 条
の改正を議決。
　また、第 3 項に「その後最初に招集される組合
会に報告しなければならない」と定められている。
　新旧対照表において、現行規約中の 1 万 6 千
円が産科医療補償制度対象分娩の場合に加算され
る額となるが、改正規約のとおり 1 万 2 千円に
引き下げられ、出産費用については 40 万 4 千円
から 40 万 8 千円に改正。
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　よって、産科医療補償制度対象分娩の場合、
42 万円の支給総額に変更はない。
　以上の規約改正について、知事より認可を受け、
令和 3 年 12 月 20 日に郡市医師会長宛に通知し、
被保険者への周知を依頼。

承認第 2 号　選挙規程の一部改正について
承認第 3 号　組合会議員の数の算定基準等に関
する内規の一部改正について

［関連する事項として一括］
　令和 3 年 12 月 1 日現在の甲種組合員数で算定し
た議員数が、甲種組合員数の減少により国民健康
保険法に規定する議員数 30 人を下回ることから、
第 15 回理事会（令和 3 年 12 月 16 日開催）にお
いて、算定方法の変更について協議し、決定した。
　この変更に伴い、選挙規程及び組合会議員の数
の算定基準等に関する内規の一部を改正すること
を議決。
　各選挙区毎の議員数を ｢ 甲種組合員 50 人毎に

加算する方式 ｣ から、｢ 各選挙区ごとの甲種組合
員数を基に、議員定数 31 人を配分 ｣ とし、｢ 選
挙規程第 3 条の表 ｣ 中の山口市医師会議員数「2｣
を「3」に、山陽小野田医師会議員数「2」を「1」
に改める。
　令和 3 年 12 月 1 日から施行。ただし、任期が
令和 4 年 5 月 1 日以降の組合会議員について適
用とし、令和 3 年 12 月 24 日に各郡市医師会長
宛てに通知し、改正後の定数による次期組合会議
員の選出について依頼。

承認第 4 号　令和 3 年度山口県医師国民健康保
険組合法令遵守（コンプライアンス）のための
実践計画について

　平成 22 年より、法令遵守の体制整備を国から
求められ、本組合では、平成 23 年 2 月の組合会
で規約改正及び基本方針の策定を議決 ｡
　この基本方針の中で、毎年度理事会において、
｢ 具体的な実践計画を策定し、組合会の承認を得
ること ｣ と規定しており、第 17 回理事会（1 月
20 日開催）で令和 4 年度の実践計画を策定した ｡
1. 法令遵守マニュアルの策定では、組織体制を

規定 ｡
2. 法令遵守に関する指導 ･ 研修では、理事会の際

にマニュアル等の確認等による研修を行って
いる ｡

3. 法令遵守のための管理については、担当職員
の業務のあり方について記載。

4. 法令遵守関連情報の組織的な把握等、及び 5. 
不祥事故への対応体制では、役職員の役割等
と報告 ･ 調査体制を定める ｡
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　以上の実践計画に基づき、役職員ともに、国民
健康保険法 ･ 番号法などの関係法令に沿って、厳
正に業務運営を行う ｡

議決事項
議案第 1 号　令和 4 年度事業計画について

　1. 保険給付は、本組合の主体的事業であり、
疾病や負傷に対する療養の給付のほかに、療養費、
高額療養費等、13 項目にわたる各種給付事業を
実施（全て継続事業）。
　2. 保健事業における記載の 7 事業は、全て継
続事業。
　5. 被保険者証の更新は、3 年ごとに行っており、
令和 4 年が更新年にあたる。
　6. 未就学児世帯支援補助事業は、国の新規補
助事業。令和 4 年 11 月 30 日時点で未就学児が
いる組合員に対し、1 人あたり 1 万 2 千円を支給。
補助額はすべて国が負担するため、組合の負担は
無い。
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議案第 2 号　令和 4 年度歳入歳出予算について
< 歳入 >
　第Ⅰ款「国民健康保険料」は、被保険者の減少
による見込み数を基に、10 億 3,522 万 6 千円を
計上。前年度予算額に対し 5,919 万円の減。
　第Ⅱ款「国庫支出金」は 1 億 2,717 万 2 千円で、
第 1 項 ｢ 事務費負担金」、及び第 2 項の一部で厚
労省が示した算出式による額を計上。
　また、第 2 項には、医療費通知やジェネリッ
ク差額通知等の経費、及び全国国保組合協会開発
の各種システム負担金に対する補助金も計上。
　さらに、同項は事業計画で示した国の新規事業
｢ 特別調整補助金（未就学児世帯支援補助金）｣
100 名分 120 万円も計上。
　第Ⅲ款「共同事業交付金」は、全国国保組合協
会が行う高額医療費共同事業に対する交付金とし
て 5,571 万 5 千円を計上。令和 3 年度より 1,195
万 5 千円の増。
　第Ⅳ款「財産収入」は、特別積立金等の利息と
して 1 万円計上。
　第Ⅴ款「繰入金」は、1 千円の科目存置。
　第Ⅵ款「繰越金」は、令和 3 年度決算見込み
差引残高が 2 億 3,413 万円となり、前年度予算
額より約 2,337 万円の増。
　第Ⅶ款「諸収入」は、令和 2 年度の被保険者
数や医療費が見込みより減少したこと等により
還付金が生じたため、支払基金から還付される
1,582万6千円を計上。前年度予算額より約1,582
万円の増。
　 以 上、 歳 入 の 合 計 は、 前 年 度 よ り 約 0.2%、
294 万円減の 14 億 6,808 万 3 千円を計上。

< 歳出 >
　第Ⅰ款 ｢ 組合会費 ｣ は、令和 3 年度と同額を
計上 ｡
　第Ⅱ款 ｢ 総務費 ｣ は、役員報酬等、組合運営
の事務費等として、前年度より 62 万 3 千円増の
3,832 万 4 千円を計上 ｡
　第Ⅲ款 ｢ 保険給付費 ｣ において、令和 3 年度
では、令和 3 年 4 月～ 10 月診療分までの 7 か
月分実績による推計値として、療養給付費見込額
を 6 億 234 万 6 千円とした。この額に伸び率（対
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前年度比）101％を用い、4 年度の療養給付費見
込額で 6 億 836 万 9 千円を計上 ｡
　また、令和 2 年度決算では、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により療養給付費が 4,000 万
円以上減少したが、令和 3 年度の決算見込みで
は令和元年度以前の決算より増額となった。以上
より、款全体として、歳出全体の約半分を占める
6 億 9,606 万 9 千円を計上し、前年度から 1,740
万 6 千円の増 ｡
　第Ⅳ款 ｢ 後期高齢者支援金等 ｣、第Ⅴ款 ｢ 前期
高齢者納付金等 ｣、第Ⅵ款 ｢ 介護納付金 ｣ は、社
会保険診療報酬支払基金に納付する額で、厚労省
が示した算定手順により予算額を算出。3 款あわ
せて 3 億 5,870 万 1 千円。
　いずれも、令和 2 年度の被保険者数の減少
等により前年度予算額を下回り、3 款合計で約
7,988 万円の減 ｡
　第Ⅶ ｢ 共同事業拠出金等 ｣ は、7,119 万 3 千円
を計上。
　｢ 第 1 項　共同事業拠出金 ｣ は、高額医療費共
同事業に対する拠出金で、国からこの事業を委託
されている全国国保組合協会（全協）に支払う ｡
　｢ 第 2 項　共同事業負担金」では、全協のシス
テム導入費、及び社会保障・税番号制度における
サーバーのランニングコスト等となり、厚労省が
示した額となる。
　第Ⅷ款 ｢ 保健事業費 ｣ は、｢ 第 1 項 特定健康
診査等事業費 ｣ において山口県国保連合会、及び
山口県医師会が示した単価による各種手数料 ･ 委
託料を含み、4,474 万円を計上。
　第Ⅸ款 ｢ 積立金 ｣ において、特別積立金は 1
億 7 千万円、給付費等支払準備金は 1 億 600 万
円を保有。保有額から法定積立額を差し引いた取
り崩し可能額は、2 つの積立金あわせて約 9,764
万円 ｡ 法定積立額以上を保有していることから、
新たな積立を行わず、款合計で 100 万 1 千円を
計上。
　第Ⅹ款 ｢ 公債費 ｣ は、科目存置として 1 千円
を計上。
　第 XI 款 ｢ 諸支出金 ｣ では、前期高齢者納付金
分補助金返還分と、新規事業の未就学児世帯支援
分を合わせ、319 万 7 千円増の 319 万 9 千円を

計上 ｡

　最後に歳入歳出を調整した結果、第 XII 款 ｢ 予
備費 ｣ として、前年度より 5,205 万 7 千円増の
2 億 5,162 万 7 千円を計上 ｡

採決
　組合会議員の賛否意見書提出により、全員賛成
の意見を徴した。
　これにより、全議案につき承認 ･ 可決決定とす
る組合会の決議があったものとみなし、書面開催
を終了した。


